
鹿児島市交通局が発注する建設工事の最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定方

法について、次のとおり改正します。

１ 最低制限価格の算定方法

最低制限価格は、当該競争入札に係る予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額を用

いて、下記の式で算出される額（①～④）の合計額に１００分の１０１を乗じて得た額を

工事価格で除して得た割合（A）に、予定価格を乗じて得た額。

ただし、その割合が１０分の９を超える場合には予定価格に１０分の９を乗じて得た額

とし、その割合が１０分の８に満たない場合には予定価格に１０分の８を乗じて得た額と

する。

  A＝（①＋②＋③＋④）×１．０１÷工事価格

   

   ①直接工事費相当額に１０分の９・５を乗じて得た額

   ②共通仮設費相当額に１０分の９を乗じて得た額

   ③現場管理費相当額に１０分の９を乗じて得た額

   ④一般管理費相当額に１０分の５．５を乗じて得た額

２ 低入札価格調査基準価格の算定方法

低入札価格調査基準価格は、当該競争入札に係る予定価格の算出の基礎となった次

に掲げる額を用いて、下記の式で算出される額（①～④）の合計額を工事価格で除して

得た割合（A）に、予定価格を乗じて得た額。

ただし、その割合が１０分の９を超える場合には予定価格に１０分の９を乗じて得た

額とし、その割合が１０分の８に満たない場合には予定価格に１０分の８を乗じて得た

額とする。

  A＝（①＋②＋③＋④）÷工事価格

    ①～④の算出される額については、上記１と同じ。

            

３ 実施時期

平成２８年７月１日以降の一般競争入札の公告又は指名競争入札の指名通知に係る工

事から適用する。
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最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定方法が変わります


